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軽度要介護者へのサービス給付見直しは得策か？  

◆軽度要介護者への介護給付の在り方が検討課題とされている  

2024年 6月に策定された「骨太の方針 2024」に、介護保険制度に関連して「軽

度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方については、第 10期介護保険

事業計画期間の開始の前までに検討を行い、結論を得る」という記載がある。 

これは、財務省が 24年 5月にとりまとめた財政

制度等審議会の建議にある「介護のための人材

や財源に限りがある中で、専門的サービスをよ

り必要とする重度者（要介護３～５）への介護

給付を重点化し、軽度者（要介護１・２）に対

する訪問介護・通所介護を段階的にでも地域支援

事業へ移行していくべき」という意見を反映した

ものだ。介護給付では、サービスの種類・内容・

人員基準・単価などが全国一律であるのに対し、

市町村が行う地域支援事業では、一律基準がなく

地域の実情に応じ、住民主体の取組など効果的・

効率的にサービス提供できるとしている。  

 

◆短期の支出削減だけでなく、介護の品質確保と経済影響全体の考慮が必要  

22年度データでは訪問介護利用者 106万人の 58％、通所介護利用者 152万人の

68％が要介護１・２だ。人員基準なし・面積制限なしの地域支援事業への移行に

より、短期の介護費用の削減は確実だろうが、種々の基準なしでは、認知症の人

も多く含まれる要介護１・２者への介護の品質が確保されない懸念がある。適切

な介護が実施されないと認知症の悪化が促進され、介護度の重度化・先々の介護

費用の増大につながる。また、介護の品質低下は「仕事と介護の両立」の問題に

も影響を与える。経産省は、30年度試算の数字として、現行水準の介護離職の経

済影響を1兆円、ビジネスケアラーの生産性低下を 7.9兆円と試算している。介護

費用削減だけでなく、経済影響全体も考慮した判断が必要だ。  【佐伯章文】 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/2024_basicpolicies_ja.pdf#page=46&zoom=auto,-68,314
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo.html

